
＜法人税割の課税標準及び税率＞ 

 
 

     令和  年  月  日 

事業年度分の 

     令和  年  月  日 

所得金額又は欠損金額 

（別表四「４８の①」 
1   

法 人 税 額 

（53）＋（54）＋（55） 
2   

法人税額の特別控除額 

(別表六(六)「４」) 
3   

差 引 法 人 税 額  

（２）－（３） 
4  1,111,800 

連結納税の承認を取り消された場合

等における既に控除された法人税額

の特別控除額の加算額 

5   

利

益

金 

土
地
譲
渡 

課税土地譲渡利益金額 6   

同上に対する税額  

（22）＋（23）＋（24） 
7   

留
保
金 

課 税 留 保 金 額 

（別表三（一）「４」） 
8   

同上に対する税額  

（別表三（一）「８」） 
9   

法 人 税 額 計 

（４）+（５）+（７）+（９） 
10  

500,000 

1,111,800 
 

 

区  分 欄 

法人税申告書 

別表 1 の 10 の上段 

別表１の５ 

別表１の７ 

法人税申告書 
別表１の１０ 

ただし、使途秘匿金税額等を加算してください。 

法人税申告書 

租税特別措置法第４２条の４第１項から第３項までの適用を受ける法人 

別表６（８）の２５の欄の金額 

租税特別措置法第４２条の４第７項の適用を受ける法人（中小企業者等を除きます。） 

別表６（１２）の１１の欄の金額 

租税特別措置法第４２条の１０第２項の適用を受ける法人 

別表６（１６）の２５の欄の金額 

租税特別措置法第４２条の１１第２項の適用を受ける法人 

別表６（１７）の２５の欄の金額 

租税特別措置法第４２条の１１の２第２項の適用を受ける法人（中小企業者等を除きます。） 

別表６（１８）の１９の欄の金額 

租税特別措置法第４２条の１１の３第２項の適用を受ける法人（中小企業者等を除きます。） 

別表６（１９）の１８の欄の金額 

租税特別措置法第４２条の１２第 1項又は第２項の適用を受ける法人(中小企業者等を除きます。) 

別表６（２０）の３９の欄の金額 

租税特別措置法第４２条の１２の２第１項の適用を受ける法人 

別表６（２１）の１０の欄の金額 

租税特別措置法第４２条の１２の５第１項の適用を受ける法人(中小企業者等を除きます。) 

別表６（２７）の２２の欄の金額 

租税特別措置法第４２条の１２の６第２項の適用を受ける法人（中小企業者等を除きます。） 

別表６（３０）の１６の欄の金額 

租税特別措置法第４２条の１２の７第４項から第６項までの適用を受ける法人（中小企業者等を

除きます。） 

別表６（３２）の３５の欄の金額 

省令６号様式 別表２の３の④の計 

法人税申告書 別表１９の１２  

 

 〇分割法人（県外にも事務所等を有する法人）は第１０号様式⑤欄の額を記載してください。 

 〇分割法人のみ第１０号様式○21欄県民税の「分割課税標準額」欄の本県分の額を記載してください。 

 〇非分割法人（県内にのみ事務所等を有する法人）のみが記載します。 

 

 〇税率……
1.8

100
（R1.10.1 以後に開始する事業年度） 

  ただし、「資本金の額又は出資金の額」が１億円以下で、かつ⑤の欄の額が 1,000 万円以下(※1)の

場合は、
1.0

100
（R1.10.1 以後に開始する事業年度）です。 

 

 ※1 算定期間が１年未満の場合、1,000 万円×月数÷12（月数は端数切上げ） 

 

＝確定申告書（第６号様式）記載例【①外形標準課税適用法人、②連結申告法人、③収入金額課税法人を除く】＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 この申告書は、仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及び

これらに係る修正申告をする場合に使用します。 

なお、事業税及び特別法人事業税に係る仮決算に基づく中間申告は、その税額

が予定申告に係る税額を超えないときに限り行うことができます。 

また、適用事業年度の違い等により、税率や引用条項等とずれが生じる場合が

あります。その際は必要な読み替えをしていただきますようお願いします。 

平成２８年１月１日以降に開始する事

業年度分の申告にあっては、法人番号

（１３桁）を記載します。 

整理番号（納税者番号）が印

字されていない場合は、記載

してください。 

熊本市中央区水前寺６丁目１８－１ 

096-383-1111 

（株） 熊 本 商 店 

かぶ    くま  もと しょう  てん 

20000000 

20000000 

くま  もと  いち  ろう 

熊 本 一 郎 

くま  もと   た   ろう 

熊 本 太 郎 

20000000 

 当期末における資本金の額又は出資金の額が

１億円以下である普通法人が、次のいずれかの

法人に該当する場合には、「非中小法人等」を

〇で囲んで表示します。 

（１）次のいずれかの法人（以下「大法人」と

いう。）との間にこれらの大法人による 

完全支配関係がある法人 

（イ）資本金の額又は出資金の額が５億

円以上である法人 

（ロ）法人税法第４条の７に規定する受

託法人 

（ハ）相互会社（外国相互会社を含む。） 

 

（２）当該普通法人との間に完全支配関係があ

る全ての大法人が有する株式及び出資の

全部をいずれか一の大法人が有するもの

とみなしたときにその一の大法人による

完全支配関係があることとなる法人 

 2 10 01  3 05 20 確定 

法
人
税
申
告
書
（
別
表
一
） 

500000 

1611800 

1611 

16110 

161 

161 

07 
52,500 

306 

306 

1.0 

＜均等割の税率＞ 
 

資本金等の額 １千万円以下 
１千万円超～ 

１億円以下 

１億円超～ 

１０億円以下 

１０億円超～ 

５０億円以下 
５０億円超 

税    率 
(21,000) 

20,000 

(52,500) 

50,000 

(136,500) 

130,000 

(567,000) 

540,000 

(840,000) 

800,000 
 

 注）（ ）書は平成１７年４月１日以降に終了する事業年度から適用されます。 

 なお、事務所等を有していた月数が１年に満たないときは、次のように計算します 

              （税率×事務所等を有していた月数÷１２） 

                      端数切捨て 

 

 資本金等の額とは、「①資本金の額又は出資金の額」と、「②株主等から法人に払込み又は給付をした財産の

額で、資本金の額又は出資金の額として組み入れられなかったもの等（例：資本準備金、加入金）」の合計額

（①＋②）をいいます。（法人税法施行令第８条、第８条の２） 

 ただし、平成２７年４月１日以後に開始する事業年度については、一定の要件を満たす無償増資、無償減資

等による欠損補填を行った場合、上記の資本等の額に加減算の調整を行った後の金額を、均等割の税率区分の

基準となる資本金等の額とします（地方税法第２３条第１項第４号の５）。この場合、株主総会議事録、債権者

に対する異議申立の公告（官報の抜粋）、株主資本等変動計算書 等の提出が必要となります。 

 さらに、平成２７年４月１日以後に開始する事業年度においては、上記加減算調整後の資本金等の額が、資

本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合、上表内の「資本金等の額」を「資本金及び資本

準備金の合算額又は出資金の額」と読み替えて適用します（地方税法第５２条第４項～第６項）。 

 保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として地方税法施行令第６条の２５第 1号に定める金額を

指します。 

 

 

円          円          円           円          円 

＜還付請求額の記載方法＞ 
 

〇⑮又は⑲欄のうち、△印（マイナス）を付した額

を零として⑳欄を計算してください。 
 

〇○71欄は、中間納付額の還付を受ける場合に⑮、⑲

の欄に△印を付した額と○45欄と○59欄との合計額を

記載してください。 

 

 

467 

46700 

 

＜翌期の中間申告の要否＞ 
 

〇法人税申告書別表１の１４の金額が

２０万円超のときは○要 としてくだ

さい。 

 （外形標準課税適用法人等を除き、

法人税における翌期の中間申告の要

否と一致します。） 

 

 

＜法人事業税の課税標準及び税率＞ 
〇算定期間が１年未満の場合は、次の表により読み替えてください。 
 

 

算定期間 読み替え額 読み替え額 

1 ヶ月 333,333  666,666  

2 666,666  1,333,333  

3 1,000,000  2,000,000  

4 1,333,333  2,666,666  

5 1,666,666  3,333,333  

6 2,000,000  4,000,000  

7 2,333,333  4,666,666  

8 2,666,666  5,333,333  

9 3,000,000  6,000,000  

10 3,333,333  6,666,666  

11 3,666,666  7,333,333  

12 4,000,000  8,000,000  

 
 

                      １か月未満の端数は切り上げ 

 

〇税 率 
所 得 金 額 の 区 分 特別法人 その他の法人 

所 得 の う ち 年 4 0 0 万 円 以 下 の 金 額 
3.5

100
 

3.5

100
 

所 得 の う ち 年 4 0 0 万 円 を 超 え る 金 額 
4.9

100
  

所得のうち年 400 万円を超え 800 万円以下の金額  
5.3

100
 

所 得 の う ち 年 8 0 0 万 円 を 超 え る 金 額  
7.0

100
 

軽 減 税 率 不 適 用 法 人 の 金 額 
4.9

100
 

7.0

100
 

 

※特別法人とは、法人税法別表第３の協同組合等及び医療法人です。 
 

〇軽減税率不適用法人の金額㉜は、分割法人（県外にも事務所等を有する法人）の

うち算定期間末日の事務所等が３都道府県以上にまたがっており、かつ、「資本

金の額又は出資金の額」が１千万円以上の場合に記載してください。この場合の

課税標準は、第１０号様式の事業税「分割課税標準額」の本県分の額を記載して

ください。 

 
 
 1234567 

20000000 

 1611800 

－計算例－ 

 

事業期間（切り上げて８月） 

㉗所得金額（総額） 

     7,412,010 円 

㉘年 400 万円以下 

      2,666,666 円→2,666,000 円 

㉙年 400 万円超～800 万円以下 

  2,666,666 円→2,666,000 円 

㉚年 800 万円超 

     2,078,678 円→2,078,000 円 

 

㉛計    7,412,010 円→7,410,000 円 
 

   ※ 仮決算に基づく中間申告は、 

    算定期間が６か月になります。 

円        円 

7412010 

2666 

2666 

2078 

7410 

933 

1412 

1454 

3799 

3.5

100
 

3799 

3799 3799 

379900 

3799 1405 

1405 

1405 

140500 

7412010 

7412010 

7412010 

令和元年 10 月 1 日以後に開始する事業年度に適用される税率です。 

5.3

100
 

7.0

100
 

37

100
 

＜特別法人事業税の課税標準及び税率＞ 
 令和 2年 4月 1日以後に開始する事業年度に適用される税率です。 

 

〇課税標準 ㉛欄又は㉜欄若しくは㊳欄の税額を記載してください。 

〇税率 （所得割） 

・外形標準課税法人、特別法人以外･････
37

100
  

・特別法人･･･････････････････････････
34.5

100
 

 

 

＜所得金額の計算＞ 
 

〇法人税申告書別表４の３３欄までの計算上損金に算入している所得税額がある

場合は、その所得税額を記載してください。 

〇第６号様式別表９、別表１０、別表１１の当期控除額を記載してください。 

 

 

  


